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平成２８年度中心市街地活性化関連予算について

平成２８年５月

厚 生 労 働 省

（単位：百万円）

括弧内は平成２７年度予算額

都市福利施設を整備する事項

○ 医療提供体制施設整備交付金

２８年度予算額 ２，５４５（２，５４５）

医療計画制度の実効性を確保し、医療提供体制と地域保健及び健康増進

体制との連携強化を図る観点から、医療施設等の施設整備を支援する。都

道府県において作成した「医療計画に基づく事業計画」により、都道府県

の自主性・裁量性を発揮できるよう助成することとしている。

○ 社会福祉施設等施設整備費補助金

２８年度予算額 ６，９５６（２，５６１）

障害者が地域で自立した生活を送ることができるよう、障害者の地域移

行や就労支援に必要な事業所等を社会福祉法人等が設置する場合、その費

用の一部を補助する。

○ 保育所等整備交付金

２８年度予算額 ５３，４２１ （５５，４３１）

保育サービス等の基盤整備を推進するため、市町村が策定する整備計画

に基づいて実施される保育所等に関する施設整備事業に対して、国が交

付金を交付する。

○ 保育対策総合支援事業費補助金

２８年度予算額 ３８，９６２の内数（２８，５３５）

地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、小規模保育等の改
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修等に必要な経費の一部に対して、国が補助金により支援する。

○ 地域介護・福祉空間整備推進交付金

２８年度予算額 ５３（２００）

地域包括ケアシステムの構築に向け、先進的・モデル事業の実施のため、

特に必要と認められる場合、整備やシステム等に要する経費に対して支

援をする。

街なか居住の推進に関する事項

○ 地域支援事業交付金

２８年度予算額 １０３，０３８（７９，８３０）

地域支援事業交付金のメニューの一つとして、多くの高齢者が居住する

集合住宅等を対象に、日常生活上の生活相談・指導、安否確認、緊急時の

対応等を行う生活援助員を派遣する事業等について支援する。



医療提供体制施設整備交付金の概要

Ⅰ 予算額

「医療提供体制施設整備交付金」を各都道府県に交付

医 療 計 画

Ⅲ 「計画に基づく施策の実施（施設）」に対して助成を行う

都道府県は「医療計画に基づく事業計画」を策定

Ⅱ 要旨

医療計画制度の実効性を確保し、医療提供体制強化を図る観点から、都道府県の作成した
「医療計画に基づく事業計画」により、都道府県が自主性・裁量性を発揮できる助成制度の仕
組みとして、救急医療施設、周産期医療施設等の施設整備を支援するもの。

Ⅳ 交付対象

交付金対象事業区分 （２８事業）

休日夜間急患センター ☆★ 不足病床地区病院☆ 医療施設耐震整備★

病院群輪番制病院及び共同利用
型病院 ☆★

基幹災害拠点病院☆★ アスベスト除去等整備☆★

地域災害拠点病院☆★ 特定地域病院☆

救急ヘリポート☆★ 医療施設近代化施設 ☆★ 地震防災対策医療施設耐震整備☆★

（地域）救命救急センター ☆★ 腎移植施設 ☆★ 共同利用施設 (開放型病棟等)★

小児救急医療拠点病院 ☆★ 特殊病室施設 ☆★ 医療機器管理室★

小児初期救急センター施設☆★ 肝移植施設☆★ 地球温暖化対策☆★

小児集中治療室☆★ 治験施設★ 病児・病後児保育施設 ☆★

小児医療施設☆★
南海トラフ地震に係る津波避難対策
緊急事業 ☆★

ヘリポート周辺施設整備☆★

周産期医療施設 ☆★ 地域療育支援施設☆★

・補助対象施設：公的団体（☆印）、民間事業者（★印）
注１） 公立は補助対象外。
注２） 公的団体・・・日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会

及び社会福祉法人北海道社会事業協会の４団体。

Ⅴ 調整率  調整率 0.5、0.33

平成27年度予算額 平成28年度予算額
2,545百万円 → 2,545百万円



○ 地方自治体が策定する整備計画が着実に実施されるよう障害児・者の障害福祉サービス等の基盤整備を図
る。

（補助率：国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／４、設置者１／４）

社会福祉施設等施設整備費補助金

○ 障害児支援の充実を図るため、地域
の障害児支援の拠点となる児童発達支援
センター等の整備や小規模な形態による
きめ細やかな支援体制の整備を推進す
る。

障害児支援の充実

２８年度予算額 ７０億円

○ 障害者の社会参加支援及び地域移行支援
を更に推進するため、就労移行支援、就労
継続支援事業所等の日中活動系サービス事
業所やグループホーム等の整備促進を図る。

日中活動系サービス等の充実・地
域移行の推進

○ 国土強靱化基本計画を踏まえ、自力
避難が困難な障害児・障害者が利用す
る施設の安全・安心を確保するため、
耐震化及びスプリンクラー整備を推進
する。

耐震化・防災対策の推進



保 育 環 境 改 善 等 事 業 

～ 一般会計（保育対策総合支援事業費補助金） ～ 

                                    

（７５百万円）  

（主な内容） 

○対象か所数  １５２市区町村 → １５８市区町村 

 

１．予算額等の推移                       （単位：百万円） 

年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

予算額 137 137 140

28,535 の内

数 

（77） 

38,962 の内数

(75) 

か所数 

予算 

実績 

 

120 

170 

120

160

120

―

 

152 

－ 

158―

※平成 26 年度以前は、児童育成事業費の予算額 

※平成 25 年度実績は、交付決定ベース 

 

２．事業内容 

保育所において、障害児を受け入れるために必要な改修等、病児・病後児保育（体調

不良児対応型）を実施するために必要な設備の整備等に必要な経費の一部を助成する。 

 

３．補助根拠  予算補助 

 

４．実施主体  市区町村又は保育所を経営する者 

 

５．補 助 率  １／３    国１／３、都道府県１／３、市町村１／３ 

               国１／３、指定都市・中核市２／３ 

 



【趣旨】

 「待機児童解消加速化プラン」に基づき、平成２９年度末までに約５０万人の受け皿を拡大するうち、平成２８年度は、約７.
２万人を確保。

 市町村が策定する整備計画等に基づき、保育所、認定こども園及び小規模保育事業所に係る施設整備事業の実施に要する経費
に充てるため、市町村に交付金を交付する。

 待機児童解消加速化プランに基づき、意欲のある自治体の取組を強力に支援するため、補助率を嵩上げ（1/2→2/3）して、保
育所等の整備を推進する。

【対象事業】

 保育所緊急整備事業【４４９億円（５１８億円）】

・保育所の創設、増築、老朽改築等

・待機児童解消加速化プランに参加するなどの要件に該当する場合は、補助率の嵩上げを実施。

 認定こども園整備事業（幼稚園型）【４１億円（３７億円）】

・幼稚園型認定こども園の保育所機能部分の創設、増築、老朽改築等

 小規模保育整備事業【新規】【４４億円】

・小規模保育の創設、増築、老朽改築等

【実施主体】 市町村（特別区含む。）

【補助率】１／２（待機児童解消加速化プランに参加する場合は２／３）

保育所等整備交付金
【平成２８年度予算：５３４億円 （５５４億円） 】

待機児童解消加速化プラン



【対象事業】

Ⅰ 保育士確保対策 1９４億円（65億円）

①保育士・保育所支援センター設置運営事業【一部新規】

②認可外保育施設保育士資格取得支援事業

③保育士資格取得支援事業

④保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業（厚生労働省分）

⑤保育士宿舎借り上げ支援事業

⑥保育体制強化事業

⑦保育士試験による資格取得支援事業

⑧保育士養成施設に対する就職促進支援事業

⑨保育士試験追加実施支援事業

⑩保育補助者雇上強化事業【新規】

⑪若手保育士や保育事業者への巡回支援事業【新規】

⑫保育士等のキャリアアップ構築のための人材交流等支援

事業【新規】

保育対策総合支援事業費補助金
【平成２８年度予算 ： ３９０億円（２８５億円）】

【事業内容】

 「待機児童解消加速化プラン」に基づき、自治体の待機児童解消に向けた取組を強力に支援するため、小規模保育や家庭的保育等
の改修による受入児童数の拡大を図る。

 また、「保育士確保プラン」に基づく保育士確保対策の実施により、受入児童数に対応した必要保育士数の確保を図る。

 その他、障害児の受け入れに必要な改修や認可外保育施設職員に対する衛生・安全対策など、保育対策の基盤整備に必要な事業の
推進を図る。

Ⅱ 小規模保育等の改修等 17４億円（２００億円）
①賃貸物件による保育所改修費等支援事業
②小規模保育改修費等支援事業
③幼稚園における長時間預かり保育改修費等支援事業
④認可化移行改修費等支援事業
⑤家庭的保育改修費等支援事業
⑥保育所設置促進事業【新規】

Ⅲ その他事業 2２億円（2０億円）

①民有地マッチング事業

②認可化移行調査費等支援事業

③認可化移行移転費等支援事業

④広域的保育所等利用事業

⑤認可外保育施設の衛生・安全対策事業

⑥保育環境改善等事業

⑦家庭支援推進保育事業



○ 地域包括ケアシステムの実現に向けて、高齢者の社会参加・介護予防に向けた取組、配食・見守り等の生活支援体制の整備、在宅生活を
支える医療と介護の連携及び認知症の方への支援の仕組み等を一体的に推進しながら、高齢者を地域で支えていく体制を構築するため、市
町村において「地域支援事業」を実施。

○地域支援事業の事業内容 ※金額は積算上の公費 （括弧書きは国費）

（１）介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）
① 介護予防・生活支援サービス事業（新）

ア 訪問型サービス
イ 通所型サービス
ウ その他の生活支援サービス（配食、見守り等）
エ 介護予防ケアマネジメント

② 一般介護予防事業（現行の介護予防事業を再編）
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業（新）

※新しい総合事業を実施するまでの間は、現行の介護予防事業等を実施

（２）包括的支援事業・任意事業
① 包括的支援事業
ア 地域包括支援センターの運営
ⅰ）介護予防ケアマネジメント業務
ⅱ）総合相談支援業務
ⅲ）権利擁護業務（虐待の防止、虐待の早期発見等）
ⅳ）包括的・継続的マネジメント支援業務

※支援困難事例に関するケアマネジャーへの助言、
地域のケアマネジャーのネットワークづくり 等

イ 社会保障の充実
ⅰ）認知症施策の推進
ⅱ）在宅医療・介護連携の推進
ⅲ）地域ケア会議の実施
ⅳ）生活支援コーディネーターの配置

② 任意事業
・介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業 等

○地域支援事業の事業費
市町村は、政令で定める事業費の上限の範囲内で、介護保険事業計画に

おいて地域支援事業の内容、事業費を定めることとされている。
【事業費の上限】
① 介護予防・日常生活支援総合事業
○ 事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた額
○ 総合事業への移行期間中については、最大10％の伸びまで可能。

※この他、円滑な移行のため「選択可能な計算式」及び「個別協
議」の仕組みを設けている

② 包括的支援事業・任意事業
○ 「26年度の介護給付費の２％」×「高齢者数の伸び率」
○ 小規模の市町村や給付費の抑制に取り組む市町村については、総

合事業への移行時において次の特例の選択が可能
・25,000千円×当該市町村の高齢者人口を4,500で除した値（セン

ター運営費）
・930円×当該市町村の高齢者人口（任意事業）

○地域支援事業の財源構成（平成27年度以降）

介護予防・日常生活支援総合事業 包括的支援事業・任意事業

【財源構成】 【財源構成】

○ 費用負担割合は、居宅給付費の
財源構成と同じ。

○ 費用負担割合は、第２号は負担せ
ず、その分を公費で賄う。

（国：都道府県：市町村＝２：１：１）

１号
２２％

１号
２２％

２号
２８％

都道府県
１２．５％

国
２５％

市町村
１２．５％

市町村

１９．５％

都道府県

１９．５％

国
３９％

地域支援事業の概要 28年度予算 公費2,061億円、うち国費1,030億円

554億円 （277億円）

1,507億円 （754億円）
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